
春日部市民文化会館条例の一部を改正する条例              

春日部市民文化会館条例（平成１７年条例第１９３号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の項を当該改正後の項とする。 

(2) 次の表中、改正後の項に対応する改正前の項が存在しない場合にあっては、当該改正

後の項を加える。 

改正後 改正前 

別表（第15条関係） 別表（第15条関係） 

春日部市民文化会館使用料 春日部市民文化会館使用料 

備考 備考 

11 春日部市立図書館条例に基づく図書館を

使用する者に係る駐車場使用料は、駐車開

始から１時間までの間については無料とす

る。 

12 (略) 11 (略) 

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。


